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開会 午前１０時００分 

◎議長（小林一郎議員） 

 ただ今の出席議員は２３名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより平成１９年６月美馬市議会定例会を開会いたし

ます。 

 開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 理事者を始め議員各位には、ますますご健勝で市政発展のためにご活躍いただいており

ますことを、心から敬意を表する次第であります。 

 さて、本定例会に提出されております案件は、条例関係及び補正予算、人事案件並びに

専決処分の承認等であり、いずれも重要な案件ばかりであります。議員各位には、円滑な

議会運営ができますようご協力をお願い申し上げまして、開会に当たりましてのごあいさ

つといたします。 

 なお、牧田市長からのあいさつにつきましては、提案理由の説明の際にあわせてお願い

をすることにいたします。 

 ただ今から本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ち、議長報告をいたします。 

 ５月１５日、鳴門市市政施行６０周年記念式典が挙行され、出席いたしました。５月１

８日、阿波市において徳島県市議会議長会定例定期総会が開催され、副議長とともに出席

いたしました。 

 次に、監査委員から平成１９年１月から４月分までの例月の出納検査についての報告が

提出されております。 

 次に、要望書について報告いたします。中山間地域総合整備事業についての要望が、切

久保校区営農飲雑用水事業推進協議会から提出されております。所管の委員会に付託する

ことといたしておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 なお、報告いたしました関係資料につきましては、事務局に保管いたしておりますので、

必要に応じご高覧いただきたいと思います。 

 以上で、議長報告を終わります。 

 これより、本日の日程に入ってまいります。本日の議事日程は、お手元に配付の日程表

のとおりであります。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第８１条の規

定により、２２番 中川昭彦君、２３番 武田保幸君、１番 郷司千亜紀君を指名いたし

ます。 

 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、６月１日の議会運営委員会の決定のとおり、本

日から６月２２日までの１５日間とし、９日から１２日までの４日間と１５日から２１日

までの７日間は、各常任委員会の議案審査及び市の休日等のため休会とし、また、会議日
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程についても、お手元にご配付のとおりといたしたいと思います。これにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（小林一郎議員） 

 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、６月２２日までの１５日間とするこ

とに決定いたしました。 

 日程第３、議案第５６号、美馬市立幼稚園預かり保育実施条例の一部改正についてから、

議案第５８号、平成１９年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）までの３議

案を一括上程し、議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。市長。 

[市長 牧田 久君 登壇] 

◎市長（牧田 久君） 

 皆さん、おはようございます。 

 本日、６月定例会を開催いたしましたところ、議員各位におかれましては公私ともに大

変お忙しい中、ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。 

 また、平素は市政各般にわたりまして、ご指導ご協力をいただいておりますことを、厚

く御礼を申し上げる次第でございます。 

 さて、今定例会には平成１９年度美馬市一般会計補正予算を始め、条例等の議案を提出

をいたしておりますが、提出議案のご説明とあわせまして、市政に取り組む私の所信を申

し上げ、議員各位を始め市民の皆様方のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 まず最初に、総合計画についてでございます。 

 総合計画につきましては、去る３月定例会におきまして、基本構想についての議決をい

ただいたところでございます。その後、基本計画につきましても、３月末に総合振興計画

策定審議会のご答申をいただき、策定を終えたところでございます。今後は、各種の施策

を講じてまいることとなりますが、着実に成果を上げていくためには、計画の内容につい

て市民の皆様にご理解をいただく必要がございます。このため、現在、市内全世帯に配布

する概要版の作成を進めておりますが、概要版の配布とあわせまして、総合計画等の説明

会も実施をしてまいりたいと考えております。 

 合併後２年余りが経過をいたしまして、美馬市の新たな指針となります美馬市総合計画、

そして、これに基づく各分野の方向性を示す部門計画でございます教育振興計画や地域福

祉計画なども出そろいまして、ようやく美馬市の設計図が整ってまいったところでござい

ます。 

 私は市民の負託を得まして、市長に就任して以来、合併効果が最大限発揮できるよう旧

町村の枠組みにとらわれることなく、施策を展開してまいったところでございます。今後

はこれらの各種計画を基本といたしまして、これまで築いてまいりましたまちづくりの方

向性を継続しながら、だれもが住みたくなる「四国のまほろば美馬市」を実現するため、

共創・協働の理念のもと、将来を見据えた市政運営をさらに前進させていかなければなら
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ない、そういう決意を新たにしているところでございます。 

 次に、行財政改革についてでございます。 

 行財政改革につきましては、昨年の３月に行財政システム改革の基本方針を定めまして、

その前期実施計画に基づいて行財政の適正な運営に努めてまいったところでございます。

今後は、本年度から平成２１年度までの３カ年間を計画期間とする後期実施計画に沿いま

して、冗費の節減や選択と集中による事業の遂行等によりまして、さらに効率的な財政運

営に努めてまいりますとともに、自治会などの地域コミュニティー支援や情報公開の推進

などによる市民と行政の共創・協働の仕組みづくりを進めてまいります。 

 また、事務事業評価システムの導入、職員の人材育成、受益者負担の適正化などによる

行政組織の見直しや財政運営の効率化など、各事業を効果的に実施することにより、美馬

市の行財政システムの確立に努めてまいりたいと存じます。 

 とりわけ、地域の特性を生かしたまちづくりを進めるためには、地域コミュニティーを

軸としたまちづくりが必要となってまいります。行政と地域づくりのパートナーでござい

ます地域コミュニティーの役割を明確にしながら、活力ある地域づくりを展開してまいり

たいと考えております。 

 次に、中国への表敬訪問についてでございます。 

 昨年度、広東省恵州市から国際交流員として呂淑歓（ロ・シュクカン）さんを招致いた

しまして、市内の幼・小・中学校や市民団体等の皆さんに中国の文化や生活習慣の紹介を

していただきますとともに、中国語講座の開講、市内に滞在する外国人住民への生活支援

など、多岐にわたってご活躍をいただき、市民の皆様方からも大変喜んでいただいており

ます。本年４月からは、雲南省から国際交流員といたしまして張雪静（チョウ・セッセ

イ）さんをお迎えいたしまして、幅広い分野での国際交流を進めまして、美馬市と中国と

の交流を深めているところでございます。国際交流員として呂さんをお迎えしたことを契

機といたしまして、特に木屋平中学校の生徒達とは、卓球、テニスなどのスポーツや、中

国語の学習、中国文化や生活習慣の紹介などを通じまして、交流を深めていただいたとこ

ろでございます。 

 一方、美馬市では、それぞれの学校の特色を生かしつつ、母校やふるさとに誇りを持て

る子供たちを地域とともに育てる人材育成事業といたしまして、市内の小・中学校４校で

プラスワンスクール推進事業を実施いたしております。 

 このような中で木屋平中学校では、保護者や地域の人たちが一体となりまして、地域の

きずなとして国際化時代に対応できる人材を木屋平で育てるために、子供たちに外国を体

験させたいとの提案がなされました。そこで、呂さんの勤務地でございます中国の広東省

恵州市をプラスワンスクール推進事業により、本年９月に訪問する予定となっております。

恵州市当局には、親善活動やホームステイ、現地の生徒との交流活動、現地での案内など、

多くのお世話をいただくことになっております。その関係で、恵州市の市長さんでござい

ます李（リ）さんからは、歓迎の言葉を添えた招待状をいただいておるところでございま

す。国際的な交流の儀礼といたしまして、恵州市長に直接お会いして木屋平中学校の受け
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入れについてお願いをするために、本年の７月ごろに木屋平中学校長とともに恵州市を表

敬訪問いたしたいと考えております。 

 また、本年招致をいたしました国際交流員の張さんの勤務先でございます雲南省外事弁

公室の責任者でございます周（シュウ）主任さんと、また、雲南省大理市の市長さんでご

ざいます段（ダン）市長さんもあわせて表敬訪問をいたしたいと考えております。 

 昨年８月には、国際交流員の派遣に大変お世話になっております雲南省外事弁公室の

方々、また本年４月には雲南省大理市の方々にも美馬市へ訪問をいただき、どちらも美馬

市に非常に好感を持っておられました。今後もお互いに末永い交流を深めていくことで意

見の交流を行ったところでございます。特に大理市は本市の「うだつの町並み」の規模を

数回り大きくした古い町並みが残っておりました。中国でも有数の町並み保存地域といた

しまして、多くの観光客を集めております。また、藍染めの発祥の地でもございまして、

大理市と美馬市の間には自然環境や歴史的遺産の面でも大変共通する多くのものがござい

ます。将来的には、大理市とは姉妹都市の提携も視野に入れながら、今回の恵州市訪問に

あわせまして、一層の相互理解と友好親善を深めてまいりたいと考えているところでござ

います。 

 次に、新たな国際交流員の招致についてでございます。 

 今年の８月から新たに国際交流員といたしまして、レムコ・ライクホフさんをオランダ

のアムステルダム市から招致をいたしたいと考えております。市内の砂防ダムの設計にか

かわりましたデ・レーケの出身地がオランダであることから、現在もオランダ総領事館と

の交流を行っているところでございます。今後は防災、治水事業にすぐれ、そして我が国

と同様の貿易立国を目指し、歴史的にも我が国とつながりの深いヨーロッパの先進国でご

ざいますオランダと、お互いをよく知るための、美馬市民との草の根交流を進めてまいり

たいと考えております。 

 特に、各学校での子供たちとの文化交流、市民との交流など国際化時代にふさわしい市

内に根づく交流活動を行いながら、美馬市にとりまして有益でしかも市民が継続的に交流

できる活動を目指してまいりたいと考えております。 

 なお、国際交流員２人の人件費などに係る経費につきましては、その全額が地方交付税

すなわち国費で措置をされることとなっております。議員各位を始め、市民の皆様方のご

理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 次に、市政の主要な施策と課題等について申し上げます。 

 第１点は、市民が大切にされるまちづくりでございます。 

 まず、地域福祉計画についてでございます。美馬市における福祉の基本方針となります

美馬市地域福祉計画につきましては、地域福祉ワークショップ、地域福祉計画策定懇話会

などを通じまして、市民の皆様方や各種団体の方々からいただいたご意見やご提言をもと

に、本年３月に策定をしたところでございます。今後は、この計画を着実に推進すること

によりまして、だれもが住みなれた町で自立して暮らせる町の実現に向け、市民の皆様や

関係団体との連携を図りながら推進をしてまいりたいと存じます。 
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 なお、本計画につきましては、各家庭へダイジェスト版を配布させていただきまして、

各種会合等を通じまして説明会を開催しているところでございます。 

 次に、障害福祉についてでございます。 

 昨年の障害者自立支援法の施行に伴いまして、美馬市の障害者施策の今後の方向性を取

りまとめた美馬市障害者基本計画及び障害福祉計画を本年３月に策定いたしました。この

計画をもとにいたしまして、相談支援事業による相談体制の充実を図りますともに、地域

活動支援センター事業による創作活動や生産活動、また社会参加の促進などにより、「共

創・協働により安心してあたりまえの生活ができるまち美馬市」の実現に向けて取り組ん

でまいります。 

 また、障害児を育てる保護者は一般の子育てグループに入ると、疎外感を感じ気軽に育

児についての不安を打ち明ける場所がない場合がございます。そこで、交流の場を整備し、

親の育児不安の軽減を図るための支援策を、今後検討してまいります。 

 次に、美馬市教育振興計画についてでございます。 

 美馬市教育の基本方針となります教育振興計画につきましては、学識経験者や各種団体

の代表者の方々、一般公募で選ばれた方々で構成をされました美馬市教育振興計画審議会

を通じまして、いただいたご提言やパブリックコメントなどを基に本年３月に策定をいた

しました。この教育振興計画は、１０年間の基本構想と５年間の基本計画から成り立って

おりまして、現在３カ年で取り組むべき実施計画を策定しているところでございます。今

後は「たくましく育ち、豊かな学びを実現する教育・文化の創造～郷土を担う人材の育成

～」を目指しまして、市民の皆様方のご期待にこたえる教育行政を進めてまいります。 

 なお、本計画につきましても、各ご家庭へ概要版を配布させていただく予定といたして

おります。 

 次に、阿波踊り体操の普及についてでございます。 

 美馬市では、健康づくり対策の一環といたしまして、市民にとってなれ親しんでいる阿

波踊りをアレンジいたしました阿波踊り体操の普及に取り組んでおります。現在、６０名

のボランティア指導員が、各学校や福祉施設等で行われる各種イベントを中心に普及活動

を展開しております。 

 徳島県は、糖尿病死亡率が１４年連続全国ワーストワンという不名誉な記録がございま

すが、生活習慣病やメタボリックシンドロームなどの予防など、健康の維持、増進のため、

多くの市民の方々に参加をしていただき、生活習慣病予防の一環として阿波踊り体操の普

及に引き続き努めてまいります。 

 第２点は、安心・安全・快適で便利なまちづくりの実現でございます。 

 まず、自主防災組織についてでございます。 

 自主防災組織の結成につきましては、今世紀前半にも高い確率で発生が予想されており

ます南海・東南海地震や、地球温暖化等が原因とされる異常気象による災害また台風など

による風水害等に対しまして、被害を最小限に食いとめるため、自治会ごとに防災組織の

結成を推進してまいりました。市内各自治会のご理解とご協力をいただきまして、本年５
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月末現在で、全自治会の９０％に当たる３０３自治会におきまして、組織化を図ることが

できました。今後、市内の全自治会の早期結成に向けまして、全力で取り組んでまいりま

すとともに、結成をいたしました組織が形だけのものとならないよう適時に防災訓練等も

実施をしてまいりたいと存じます。 

 第３点は、環境と調和するまちづくりでございます。 

 拝原最終処分場につきましては、拝原最終処分場適正処理検討委員会から示されました

「埋設廃棄物を全量撤去し、管理型の新設最終処分場建設により処理をする」という方針

に基づきまして、事業を検討してまいりました。 

 先般、美馬環境整備組合の構成団体でございますつるぎ町との財政面等を含めた事務協

議が整いました。これからは、処分場用地の地権者を始め同地区住民の皆さんにご理解と

ご協力をいただくため、地元説明会を進めてまいりたいと考えております。この事業につ

きましては、概算事業費で約４０億円が必要でございますので、財政負担の軽減を図るた

め環境省の最終処分場再生事業補助金の活用のほか、国、県の全面的な協力とご指導をい

ただきながら推進を図ってまいりたいと存じます。 

 第４点は、活力がみなぎるまちづくりでございます。 

 まず、農業についてであります。 

 過疎化、農業者の高齢化、農家と非農家の混住化などによる集落機能の低下などに伴い

まして、これまで主に農家の手によって管理をされてまいりました農地、農業用水、農道

などの、適切な保全管理が困難となってきております。そこで、本年度から始まります、

農業者だけではなく地域住民の方々が参加をして、農地や水を守るための共同活動、また

環境に優しい営農活動を国、地方が援助するという新しい事業でございます農地・水・環

境保全向上対策の導入によりまして、県を始め関係機関と一体となりまして、農地や農業

施設の保全活動に取り組む地域の方々の活動を支援してまいります。 

 次に、特産品の開発についてでございます。 

 特産品開発販売につきましては、県、ＪＡ美馬などの関係機関と連携をいたしまして、

付加価値の高い安全・安心の美馬ブランドの創出や産地化に向けまして、生産者の育成強

化に取り組んでいるところでございます。昨年から特産品といたしまして推進をしてまい

りましたブルーベリーの栽培につきましては、穴吹町の仕出原地区に、今週日曜日でござ

いますが、６月１０日に１２アールの観光農園を開設する運びとなりました。この観光農

園を拠点といたしまして、生産者や地域の活性化につなげてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

 また、特産品の販売につきましても、徳島県の大阪事務所にあります「とくしま県の

店」やふるさと小包会員、近畿美馬市ふるさと会等を通じまして、地場産品のＰＲを行い

ますとともに、観光協会などと連携をいたしまして、アンテナショップやホームページの

開設など、販売拡大に向けた仕組みづくりに取り組んでまいります。 

 第５点は、人が集い、交流が生まれる魅力あるまちづくりでございます。 

 まず、美馬市移住交流センターの設置についてでございます。 
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 美馬市におきましては、団塊の世代の移住者の受け入れを促進するために、美馬市移住

交流センターをふるさと振興課内に先月２５日に設置をいたしたところでございます。同

センターには学識経験者、農・林業者、商工観光事業者、まちづくり活動実践者、ＮＰＯ

法人、ＵＩＪターン等で帰ってこられた方等で構成をされます美馬市移住促進協議会を設

置いたしまして、移住の受け入れ団体の育成や、短期体験型宿泊施設の整備運営の検討、

体験型観光の実施など、地域の特色を生かした移住支援策の検討を行ってまいります。ま

た、定住アドバイザー８名を配置いたしまして、移住者のニーズに合った相談ができる体

制を整えたところでございます。 

 なお、美馬市移住促進協議会で検討された移住支援策につきましては、パンフレットの

作成、ホームページ、近畿美馬市ふるさと会、県の総合案内のホームページなどで紹介を

いたしまして、全国に向けて情報発信をしていきたいと考えております。 

 次に、国民文化祭についてでございます。 

 国内最大級の文化の祭典でございます、第２２回国民文化祭が１０月２７日から１１月

４日までの間、徳島県で開催をされます。県下各地で多彩な催しが実施をされますが、本

市では美馬町安楽寺で能楽の祭典、脇町劇場で映像フェスティバルを開催いたします。ま

た、うだつの町並み周辺におきましては「まほろばの風にのって～うだつ・秋絵巻」とい

うテーマで、吉野川文化探訪フェスティバルも同時に開催をされます。 

 催し物の一つといたしまして、昨年水戸黄門ロケで来訪されました里見浩太郎さん、由

美かおるさんをメーンゲストに迎えまして、トークショーやコンサートなども予定をいた

しております。 

 吉野川の水運に恵まれ、現在まで守り伝えられてまいりました市民の財産であるすぐれ

た芸能や文化など、美馬市の魅力を全国に発信をいたしたいと考えております。 

 第６点は、市民と行政による共創・協働のまちづくりございます。 

 まず、地域情報化についてでございます。 

 地域情報化対策につきましては、昨年度は公共施設など１０４カ所を光ファイバーで接

続をいたしまして、高速インターネット環境を整備いたしました。本年度からは幹線であ

りますこの光ファイバー網と各家庭とを結ぶ、オフトーク通信、防災行政無線にかわりま

す「音声告知放送システム」の整備を進めてまいります。平成１９年度は穴吹・木屋平地

区、平成２０年度は脇町・美馬地区で工事を行ってまいります。なお、本年度工事予定の

穴吹・木屋平地区につきましては、既に自治会長さんの説明会を終えておりますが、今後

全市民を対象にした地域に出向きまして、説明会を開催することといたしております。ま

た、脇町・美馬地区につきましても、同様に随時説明会を開催してまいりたいと考えてお

ります。 

 本年度工事に係ります今後の日程でございますが、７月に予定をしております入札に付

しまして、工事請負の仮契約を締結いたしまして、その後議会の議決をお願いいたしまし

て、工事請負契約の締結についてご承認をいただいた後に、平成１９年度整備工事を施行

してまいりたいと考えています。これによりまして地震や台風などによる緊急災害発生時
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におけるスムーズな情報伝達や高速インターネット、ＩＰ電話のサービスの提供、テレビ

のデジタル化に対する視聴対策など、市民の安全と利便性に役立つものと考えております。 

 次に、自治会共創と協働モデル事業についてでございます。 

 本市の「共創と協働のまちづくり」を推進する中で、自治会の活性化を図り市民ととも

にまちづくりを進めるため、自治会共創と協働モデル事業を実施いたします。 

 この事業は、近隣の自治会や同じ地域課題を持った自治会が連携をいたしまして、広域

的な自治会を結成いたしまして、地域の問題点や地域の活性化策などについて計画書を作

成していただく予定としております。計画書の公益性や地域の課題解決に効果的な効果が

期待できるなどの観点から、十分な検討を行いまして、モデル地区として選定をいたしま

して、助成を行うというものでございます。行政とモデル地区が、ともに共通の目標を明

確にいたしまして、それぞれの役割と責任を果たしながら、個性豊かな魅力あふれる地域

づくりに取り組んでまいりたいと存じます。 

 次に、職員の服務規律の確保・綱紀粛正についてでございます。 

 今年度初めに、本市の関係します一部事務組合の職員が逮捕されるという不祥事が発生

をいたしました。市民の信頼を損ねる行為であり、誠に遺憾にたえないことでございます。

美馬市におきましても、このような不祥事が再発することがないように、早速、執務姿勢

の確立と綱紀粛正についてマニュアルの作成を指示するなど、職務に誠実に取り組むよう

周知徹底をしたところでございます。今後は、全職員が全体の奉仕者としての自覚を持っ

て、清潔で公正な市政運営に努めてまいる所存でございます。 

 次に、今回提出をいたしております議案の主なものについてご説明をいたします。 

 まず、議案第５６号は、美馬市立幼稚園預かり保育実施条例の一部改正についてでござ

います。この条例改正は幼稚園預かり保育料のうち、夏季休業日の８月分の額について所

要の改正を行うものでございます。 

 次に、議案第５７号は、平成１９年度美馬市一般会計補正予算（第１号）についてでご

ざいます。今回の補正予算の主なものは、まず総務費では、先ほど申し上げましたオラン

ダからの新たな国際交流員を招致するための経費を計上いたしております。 

 民生費では、美馬福祉センター及び美馬文化会館のアスベスト除去事業費を計上いたし

ておりますが、これは昨年９月の制度改正によりまして、市内の公共施設の再調査を行っ

た結果、この二つの施設の天井部分についてアスベストの含有量が制限数値である０.

１％を若干上回る結果が出たことによりまして、この対策工事を行うものでございます。 

 衛生費では、拝原最終処分場の整備事業を行うために必要となります用地取得に向けて

の基礎資料となります不動産鑑定経費を計上いたしております。この鑑定結果をもとに地

権者との具体的な用地交渉に入っていきたいと考えております。 

 また、農林水産業費では、地域における農地や水を守るために共同活動や環境に優しい

営農活動を支援する、農地・水・環境保全向上支援事業を計上いたしておりまして、また

土木費では新たな補助事業である道路整備交付金事業の内定によりまして、市道整備事業

費を追加計上いたしてございます。 
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 こういったことから、今回の補正予算額は１億２,８００万円となりまして、補正後の

予算額は１６８億円となるものでございますが、いずれの事業につきましても緊急な対応

を要する事業や本市の総合的な振興を図っていく上で必要な事業であると考えてございま

す。 

 議案第５８号は、平成１９年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）でござ

います。今回の補正予算は、平成２０年４月から後期高齢者医療制度が開始されることに

伴い、国民健康保険の被保険者から対象者を抽出するなどの電算処理システムの変更に要

する経費を計上いたしております。これによりまして、今回の補正予算額は９４５万円と

なります。この結果、補正後の予算総額は４２億８,２１１万７,０００円となるものでご

ざいます。 

 以上が、各会計の補正予算の概要でございます。 

 その他、今定例会には後ほど説明をさせていただきます人事案件１件と承認案件が１１

件、報告案件が３件の計１８件を提案させていただいております。 

 以上、ご説明申し上げましたが、美馬市も三位一体改革の影響などで、財政的に厳しい

状況が続きますが、これをまちづくりのいわばチャンスととらえまして、市長としての職

責を果たすべく全力を傾けてまいりますので、皆様方のご理解とご支援を心からお願いを

申し上げまして、また本日提案させていただきました議案につきましても、十分ご審議を

賜りまして、原案どおりご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明と

させていただきます。 

◎議長（小林一郎議員） 

 以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 日程第４、議案第５９号、美馬市公平委員会委員の選任についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。市長。 

[市長 牧田 久君 登壇] 

◎市長（牧田 久君） 

 議案第５９号、美馬市公平委員会委員の選任についてでございます。ただ今、ご提案を

いただきました議案第５９号、美馬市公平委員会委員の選任について提案理由のご説明を

申し上げます。 

 下記の者を美馬市公平委員会委員に選任をいたしたいので、地方公務員法第９条の２第

２項の規定によりまして、議会の同意を求めるものでございます。下記の者とは、住所美

馬市穴吹町穴吹字辻１９番地３、氏名十河佳二。生年月日大正１５年１２月５日生まれで

ございます。なお、任期は平成１９年６月１０日から平成２３年６月９日までの４年間で

ございます。 

 十河佳二氏につきましては、平成１７年６月９日開会の本市議会６月定例会におきまし

て、同日議会の同意をいただいたものでございます。地方公務員法附則第５項の規定によ

りまして、最初に選任される３人の委員のうち、任期２年の委員として選任をしたもので

ございます。本年６月９日をもって２年間の任期が満了することとなりますが、十河氏に
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おかれましては、本市公平委員会の委員長としてご尽力をいただいているところでござい

まして、その識見、人格は衆目の認めるところでございます。引き続いてご協力を賜りた

いと思っておりますので、再度の選任についてご同意くださいますようよろしくお願いを

申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

◎議長（小林一郎議員） 

 以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 お諮りします。ただ今、議題となっております議案は人事案件でありますので、質疑、

討論を省略し、採決をいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（小林一郎議員） 

 異議なしと認めます。よって、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決しました。 

 議案第５９号、美馬市公平委員会委員の選任についてを採決いたします。本案は、原案

どおり同意することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（小林一郎議員） 

 異議なしと認めます。よって、議案第５９号は原案のとおり同意することに決しました。 

◎議長（小林一郎議員） 

 日程第５、承認第１号、専決処分の承認を求めることについて（美馬市総合計画審議会

条例の一部改正について）から、承認第１１号、専決処分の承認を求めることについて

（平成１８年度美馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号））までの１１件を一括議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。政策監。 

[政策監 清水英範君 登壇] 

◎政策監（清水英範君） 

 それでは議長のお許しを得ましたので、承認案件のうち承認第１号から承認第４号まで

の４件につきまして、私の方から説明をさせていただきます。 

 恐れ入りますが、お手元の議案書の３ページをお開きください。議案書の３ページ、承

認第１号、専決処分の承認を求めることについてでございます。４ページの専決処分書の

とおり、美馬市総合計画審議会条例の一部改正についてでございます。この条例はこの４

月の組織改正によりまして、当審議会の庶務を担当する部署が改められたため、所要の改

正をしたものでございます。 

 ５ページでございます。承認第２号は、６ページの専決処分書のとおり、美馬市税条例

の一部改正についてでございます。この条例改正は本年３月３０日交付の地方税法等の一

部改正に伴いまして、美馬市税条例中の関係箇所につきまして、同日付で所要の整備を行

ったものでございます。改正の内容は、住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

措置の創設などとなってございます。 

 ９ページでございます。承認第３号は、１０ページの専決処分書のとおり、美馬市国民
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健康保険税条例の一部改正についてでございます。この条例改正は、本年３月３０日交付

の地方税法等の一部改正に伴いまして、課税限度額が５３万円から５６万円に引き上げら

れたことによりまして、同日付で所要の改正をしたものでございます。 

 次に、承認第４号、美馬市一般会計補正予算（第６号）でございます。恐れ入りますが、

別冊の平成１８年度美馬市補正予算書の１ページをごらんください。承認第４号は、平成

１８年度美馬市一般会計補正予算（第６号）を、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

りまして専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により議会の承認を求めるもの

でございます。２ページの専決処分書のとおり、平成１９年３月３０日付で専決処分をさ

せていただいております。 

 ３ページをお開きください。補正予算（第６号）は、第１条 歳入歳出予算の補正のと

おり、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億９,２１９万７,０００円を減額しま

して、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ１７９億７,９８１万９,０００円としたも

のでございます。また、第２条の地方債の補正は、地方債の発行見込みによりまして、限

度額の変更を行ったものであります。 

 ５ページから１０ページまでは、歳入歳出予算を款、項ごとに掲載したものでございま

す。歳入では主に各種交付金の確定や事業の実績見込みによりまして、地方交付税や国・

県支出金また市債などの調整を行ったもので、歳出におきましては主に不用額の調整を行

ったものでございます。 

 １１ページから１２ページまでは、第２表 地方債補正でございまして、３,４００万

円を減額し、平成１８年度の地方債の限度額を２４億５,６００万円とするものでござい

ます。 

 それでは、歳入歳出予算の主な内容につきましてご説明を申し上げます。 

 １５ページをお開きください。このページから１７ページ中段までは地方譲与税、地方

交付税などの交付額の確定によりまして予算額を調整したものでございます。 

 １７ページ中段から２３ページまでは国・県支出金などを各種事業の実績見込みにより

調整したものとなっております。 

 ２４ページでございますが、繰入金では財政調整基金及び減債基金の全額を減額しまし

て、また地域福祉基金等の特定目的基金の減額を行っております。これは歳入一般財源の

増収や歳出一般財源の減額などによりまして、収支の均衡が図れる見込みとなったことに

よるものであります。 

 次に、歳出予算についてご説明を申し上げます。２７ページから６５ページまでとなっ

ておりますが、ほとんどが各種事業の実績見込みによる減額補正となっておりますので、

主な増額補正をした項目につきまして説明をさせていただきます。 

 それでは、３６ページをお開きください。３６ページ中段の老人医療費では、老人保健

特別会計への繰出金を３,８６１万６,０００円増額いたしております。これは、老人保健

特別会計の歳入であります医療費交付金等が概算払いとなったため、一般財源で一時立て

かえを行うものでございます。 
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 ６５ページをお開きください。６５ページの下段の財政調整基金費では特別交付税の増

額や歳出不用額の調整などの上、１億５,７６０万円財政調整基金の積み立てを行ってお

ります。 

 以上で、専決処分をいたしました平成１８年度美馬市一般会計補正予算（第６号）の説

明とさせていただきます。ご承認を賜りますようお願いを申し上げます。 

◎議長（小林一郎議員） 

 保険福祉部長。 

[保険福祉部長 大垣賢次郎君 登壇] 

◎保険福祉部長（大垣賢次郎君） 

 それでは引き続きまして、私どもの方からご説明を申し上げますのは、承認第５号から

第７号までの３件を説明させていただきます。 

 ６９ページをお開きください。承認第５号は平成１８年度美馬市国民健康保険特別会計

補正予算（第４号）を、地方自治法第１７９条第１項の規定によりまして、去る３月３０

日付で専決処分を行いましたので、同条第３項の規定によりまして議会の承認を求めるも

のでございます。 

 ７１ページをお開きください。今回、専決処分をいたしました事業勘定の補正予算は、

歳入歳出それぞれ１億６,６０５万７,０００円を減額し、補正後の歳入歳出予算をそれぞ

れ３７億２,９６０万円としたものでございます。また、直診勘定の補正予算は歳入歳出

それぞれ１,１６０万８,０００円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億

５,８５９万８,０００円としたものでございます。 

 主な内容を歳出予算でご説明を申し上げますので、８０ページをお願いいたします。歳

出予算の主な内容としては、１款の総務費では精査に伴います不用額を減額いたしました。

８１ページ５款の保険給付費、１０項 療養諸費についても精査による減額措置でござい

ます。中でも一般被保険者療養給付費は前年度よりも１７％の伸びを見込んでおりました

がインフルエンザ等の流行もなく、９.６％の伸びにとどまったわけでございまして、今

回１億１,２１０万の減額を行ったものでございます。 

 ８２ページの２０項 高額療養費から３５項 葬祭諸費につきましても、年間見込みを

下回りましたのでそれぞれ減額をさせていただきました。 

 次の、２０款 共同事業拠出金から３５款の諸支出金についても、それぞれの事業精査

によります減額を行ったものでございます。なお、歳入予算につきましては歳出の減に伴

いまして所要の措置を行いました。 

 続いて、８８ページをお願いを申し上げます。直診勘定についてでございます。 

 歳入では、主に受診者の減少によります、第１款の診療収入を減額いたしまして、一方、

未計上でございました１０款の繰越金を追加計上いたし、一般会計などからの繰入金を減

額したという予算歳入でございます。 

 次のページの歳出予算につきましては、第１款 総務費については精査による不用額を

減額いたしまして、９０から９１ページ、第５款の医業費につきましては、見込みより受
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診者数の減少によりまして、８２３万の減額措置を行ったものでございます。 

 以上が、承認第５号でございます。ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

 続いて、９５ページをお願いをいたします。承認第６号は、平成１８年度美馬市老人保

健特別会計補正予算（第２号）を、地方自治法の規定によりまして専決処分をし、同条の

３項の規定に基づきまして議会の承認を求めるものでございます。 

 ９７ページをお願いいたします。専決処分をいたしました補正予算（第２号）の額につ

きましては、歳入歳出それぞれ１億６,４９４万１,０００円を減額し、補正後の歳入歳出

の予算の総額をそれぞれ４８億４,６９６万１,０００円としたものでございます。 

 主な内容につきましては、１０４ページをお開きください。歳出補正予算の主な内容は、

まず第１点目、医療給付費の扶助費でございます。これは、いわゆる現物給付でございま

すが、これを１億４,４５１万５,０００円の減でございます。これはインフルエンザ等の

大きな流行もございませんで、医療費が前年度に比べまして２.６％に抑制されたという

ことで今回減額をしたものでございます。２点目以降につきましては、医療費支給費額の

扶助費等についても、同様の高額療養費等の減となったことに伴い減でございます。なお、

歳入予算につきましては、支出の減に伴いまして所要の措置を行わさせていただきました。 

 続きまして、１０５ページをお願い申し上げます。承認第７号でございます。平成１８

年度美馬市介護保険特別会計補正予算（第４号）を、地方自治法の規定によりまして専決

処分したものを、同条３項の規定に基づきまして、議会の承認を求めるものでございます。 

 １０７ページをお願い申し上げます。専決処分をいたしました補正予算（第４号）の額

につきましては、保険事業勘定において歳入歳出それぞれ１億８５３万１,０００円を減

額し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ３０億３,０２８万円１,０００円とするも

のでございます。 

 主な内容につきましては１１８ページをお願いいたします。第１款の総務費２目の認定

調査等費につきましては、主治医等の意見書並びに居宅介護支援事業所への認定調査の委

託数の減によりまして減額をいたしております。 

 次の、第５款の保険給付費１目の介護サービス給付費でございます。これにつきまして

は、９,３１３万２,０００円の減額をしております。これは、予想より給付が抑制をされ

たためでございまして、ちなみに１８年度実績では前年度比約２.７％の減となっており

ます。１２款地域支援事業費１項の介護予防事業費並びに包括的支援・任意事業費につき

ましては、事業費の実績による減にございます。歳入予算につきましては、支出の減に伴

いまして所要の措置をとったものでございます。 

 以上、専決処分いたしました承認第５号から第７号までの３件の説明とさせていただき

ます。ご承認を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

◎議長（小林一郎議員） 

 建設部長。 

[建設部長 中川近敏君 登壇] 
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◎建設部長（中川近敏君） 

 私の方から、承認第８号、承認第９号について、順次ご説明申し上げます。 

 初めに、承認第８号、専決処分の承認を求めることについて、平成１８年度美馬市公共

下水道事業特別会計補正予算（第３号）を、地方自治法第１７９条第１項の規定により専

決処分したので、同条第３項の規定により議会の承認をお願いするものでございます。 

 １２２ページをお開きください。１２２ページは平成１９年３月３０日付で市長におい

て専決処分したという専決処分書でございます。 

 次に、１２３ページをお願いいたします。専決処分いたしました予算の補正は第１条歳

入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７４２万９,０００円を減額し、歳入歳出の予算

の総額をそれぞれ５億１,７８６万３,０００円とするものでございます。 

 １２７ページをお願いいたします。１２７ページは事項別明細書となっております。 

 先に歳入予算についてご説明申し上げます。１２８ページをお願いいたします。一般会

計からの繰入金が８２１万５,０００円の減額でございます。雑入につきましては、消費

税還付金が７８万６,０００円の追加となっております。以上、歳入合計７４２万９,００

０円の減額でございます。 

 続きまして、１２９ページをお願いいたします。主な歳出予算についてでございますが、

施設建設費の委託料として３８３万２,０００円の減額でございます。この減額補正は各

種委託の実績見込みによるものでございます。補償補てん及び賠償金として１６４万６,

０００円の減額でございます。これは事業実施に伴います水道移転補償の減額でございま

す。施設建設費の委託料として１２０万１,０００円の減額でございます。これは主に終

末処理場の管理関係委託の実績見込みによるものでございます。以上、歳出合計は歳入と

同額の７４２万９,０００円の減額となっております。 

 以上で、承認第８号の説明を終わります。 

 続きまして、承認第９号についてご説明申し上げます。平成１８年度美馬市農業集落排

水事業特別会計補正予算（第３号）を、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処

分したので、同条第３項の規定により議会の承認をお願いするものでございます。 

 １３２ページをお開きください。１３２ページは、平成１９年３月３０日付で市長にお

いて専決処分したという専決処分書でございます。 

 次に、１３３ページをお願いいたします。専決処分いたしました予算の補正は、第１条

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３７３万４,０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ２億６,６２６万２,０００円とするものでございます。 

 １３７ページをお願いいたします。１３７ページは事項別明細書となっております。 

 それでは主だった歳入予算についてご説明申し上げます。１３８ページをお願いいたし

ます。分担金につきましては新規に４世帯の加入があったため、６０万円の追加でござい

ます。一般会計繰入金として５５７万２,０００円の減額でございます。以上、歳入合計

３７３万４,０００円の減額となっております。 

 続きまして、１３９ページをお願いいたします。主な歳出予算についてでございますが、
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施設建設費の補償補てん及び賠償金として５０万円の減額でございます。これは美馬町喜

来地区の管路埋設に伴う石碑等移転補償の実績見込みによるものでございます。施設建設

費の需用費として１７１万５,０００円の減額でございます。これは現在稼働しておりま

す終末処理場４カ所分の実績見込みによるものでございます。以上、歳出合計は歳入と同

額の３７３万４,０００円の減額でございます。 

 以上で、承認第８号、第９号についての説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

◎議長（小林一郎議員） 

 経済部長。 

[経済部長 新井榮之資君 登壇] 

◎経済部長（新井榮之資君） 

 続きまして、承認第１０号についてご説明をいたします。 

 １４１ページをお開きください。平成１８年度美馬市美馬温泉保養センター事業特別会

計補正予算（第１号）につきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定により、去る３

月３０日付で専決処分を行いましたので、同条第３項の規定により報告し、ご承認を求め

るものでございます。 

 １４３ページをお開きください。専決処分をいたしました補正額は歳入歳出それぞれ９

４９万１,０００円の減額でございまして、補正後の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それ

ぞれ４,８３２万８,０００円であります。 

 １４８ページをお開きください。今回の補正予算の主な内容は、歳入面では入場者や宿

泊者の減によります利用収入９０１万８,０００円の減額であり、歳出面では臨時職員賃

金の節減５００万円ほか、燃料費、料理材料費、クリーニング料など、維持管理経費の減

額であります。 

 以上、平成１８年度美馬市美馬温泉保養センター事業特別会計補正予算（第１号）の説

明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

◎議長（小林一郎議員） 

 水道部長。 

[水道部長 西川行正君 登壇] 

◎水道部長（西川行正君） 

 １５１ページをお開き願います。続きまして、承認第１１号、専決処分の承認を求める

ことについてご説明いたします。平成１８年度美馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第

３号）を、地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分をしたので、

同条第３項の規定により、これを議会に報告し承認を求めるものでございます。 

 １５２ページは専決処分書でございます。 

 １５３ページをお開き願います。専決処分を行いました予算は、第１条 歳入歳出予算

の総額から歳入歳出それぞれ１,７２５万８,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ４億５,２３４万５,０００円とするものでございます。 

 １５８ページをお開き願います。初めに歳入から、主な内容につきましてご説明いたし
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ます。いずれも精算に伴います不用額を減額したものでございます。第１款の分担金及び

負担金、補正額として１３３万９,０００円の減額でございます。これは受託工事の負担

金でございます。 

 それと、１５９ページの繰入金でございます。１,３６１万３,０００円の減額でござい

ます。これは一般会計からの繰入金でございます。 

 次に、１６０ページでございますが、歳出でございますが、簡易水道費の業務管理費、

これは、補正額として４３０万円。主なものは委託料１６０万円の減額、それと公課費の

１８０万円でございます。それと、一番下の簡易水道費の建設事業費で５０６万９,００

０円の減額。これの主なものにつきましては、次のページの工事請負費として３２６万１,

０００円でございます。 

 以上で、承認第１１号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

◎議長（小林一郎議員） 

 以上で説明を終わりました。 

 これより、承認案件に対する質疑を行います。質疑ございませんか。 

 三宅仁平君。 

[２０番 三宅仁平議員 登壇] 

◎２０番（三宅仁平議員） 

 お尋ねするんですけどね、１０ページの専決処分についてですけど。今まではじゃ５３

万だったのを今度改めて５６万にしようてね、美馬市国民健康保険のという、これ去年、

皆、高うて弱っとるというて、いろいろ今まででも聞いとんですけど、どういう理由で、

これ専決やけん、しゃあないと思うんですけど、どういう理由でしよんかね。市に納める

人は心配しよるけん、説明を願いたいと思います。 

◎議長（小林一郎議員） 

 政策監。 

[政策監 清水英範君 登壇] 

◎政策監（清水英範君） 

 ただ今の、専決処分の承認案件の議案についてのご質問についてお答えいたします。先

ほども説明をさせていただきましたが、この５３万円から５６万円の改正につきましては、

地方税法という国の法律がございますが、それに基づきまして課税することができる上限

の額というのが同日付で交布されております。従いまして、本市におきます条例について

も同様に限度額を３万円引き上げさせていただくということで、４月１日以降の施行とい

うことでございますので、専決処分をさせていただいております。そういうことでよろし

くお願いしたいと思います。 

◎議長（小林一郎議員） 

 三宅仁平君。 

[２０番 三宅仁平議員 登壇] 

◎２０番（三宅仁平議員） 
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 今のじゃけどね、市民として、結局年いった人ばっかしが国民保険に入っとるでしょう、

普通、社会保険とかいろいろ保険があるけど。しかし、ここらを市長がじゃ、今、法律上

の枠の中じゃと言いよるけど、それはわかるけど。一応５３万でも高い高いいうて納める

人が弱っとるけんね、そこらを、あえてまた続けて３万円や言うたら、ごっつい負担にな

るねんね。そこらを市長さんからじゃ、できるんだったら、今の政策監は淡々と自治法に

基づいてやったと言いよる、何ら違反でないと言うけどね、やっぱり納める人とか皆いろ

いろ悩める人に対しての、こういう理由でどうしてもあかんというようなところがあった

ら理解できると思うんでね、そこらよろしくお願いします。 

◎議長（小林一郎議員） 

 副市長。 

[副市長 河野尚二君 登壇] 

◎副市長（河野尚二君） 

 先ほどのご質問でございますが、国民健康保険税につきましては、最高限度額が５３万

から５６万と、一番高い人でそうなりますよということなんです。ですから、国民健康保

険税については、一つは均等割というのと資産割、それから所得割と。所得の低い人、資

産の少ない人については、５６万よりずっと下になるというふうなことでございますので、

ご理解を賜りたいと思います。 

◎議長（小林一郎議員） 

 ほかに質疑ございませんか。 

 中山繁君。 

[１９番 中山 繁議員 登壇] 

◎１９番（中山 繁議員） 

 ただ今、承認３号の部分で三宅議員さんから質問がありましたけれども、私、もうちょ

っとお伺いしようと思っています。健康保険税も確かに高いということで、住民にしてみ

たら負担が増えるということなので、国の方の限度額が変わったから条例改正だというこ

とですけど、ちなみに５３万の人が５６万になるというたら、どのくらいの人が美馬市で

対象になるのかお聞かせいただきたい。 

 それと、議案第５６号の幼稚園の預かり保育の１,０００円アップの条例改正でござい

ますが、これも保護者にしてみましたら上がるということで、余りうれしいことではない

んですけれども。１９年度は１万４,０００円、２０年度は１万５,０００円という形でご

ざいますが、２１年度とかその以降についてもご検討しておるんでしょうか。そういう部

分が一遍に２,０００円上げるとか、難しいから一年ごとに割ったというのか、そこら辺

のご説明をお願いいたします。 

◎議長（小林一郎議員） 

 ５分程度小休いたします。 

小休 午前１１時１６分 
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再開 午前１１時２３分 

◎議長（小林一郎議員） 

 小休前に引き続き会議を続行いたします。 

 政策監。 

[政策監 清水英範君 登壇] 

◎政策監（清水英範君） 

 中山議員の質疑に対してお答えをいたします。 

 先ほど、国保の限度額を昨年度５３万円から５６万円に引き上げるという件で、対象者

についてのお問い合わせがございました。まず、お断わりをしておきますけど、今年につ

いては７月課税ということでございますので、正確な人数というのは今は把握できており

ません。従いまして、昨年度の数字を申し上げますと、昨年度は５３万円が限度額でござ

いましたが、国保の対象世帯は美馬市全体で６,５３８世帯ございます。そのうち、１８

１の世帯につきまして、限度額の５３万円ということになっておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

◎議長（小林一郎議員） 

 中山議員。 

[１９番 中山 繁議員 登壇] 

◎１９番（中山 繁議員） 

 失礼をいたしました。専決処分の質疑でございましたので、勘違いをいたしておりまし

たが、先ほど議案第５６号の分の幼稚園の預かり保育について質疑申し上げましたけど、

付託案件だそうでございますので、文教委員会の方でご審議いただいた後に、またわから

ない点は質疑申し上げたいと思います。失礼をいたしました。 

 それと、１点ご注文でございますが、どうしても質疑の説明、議案の説明だけではわか

らない部分がございますので、余りくだらん質問をさせんように、説明の段階で十分して

いただいておりますと、議場でせんで事が足りますので、ひとつご配慮のほどをよろしく

お願いいたします。 

◎議長（小林一郎議員） 

 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（小林一郎議員） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただ今議題となっております承認１１件については、会議規則第３７条

第２項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（小林一郎議員） 
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 異議なしと認めます。よって、承認１１件については委員会付託を省略することに決し

ました。 

 これより、討論に入ります。討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（小林一郎議員） 

 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これより採決いたします。承認第１号から承認第１１号までの１１件について、原案の

とおり承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（小林一郎議員） 

 異議なしと認めます。よって、承認第１号から承認第１１号までの１１件は原案のとお

り承認されました。 

 日程第６、報告第２号、平成１８年度美馬市繰越明許費繰越計算書から、報告第４号、

平成１８年度美馬市事故繰越し繰越計算書までの３件について報告を求めます。政策監。 

[政策監 清水英範君 登壇] 

◎政策監（清水英範君） 

 それでは、私の方から報告案件のうち、報告第２号及び第４号を説明させていただきま

す。 

 恐れ入りますが、議案書の１２ページをお開きください。報告第２号、平成１８年度美

馬市繰越明許費繰越計算書でございます。これは、地方自治法施行令の規定に基づきまし

て、概要を報告するものでございます。 

 まず、一番目の一般会計では全体で９事業となっております。農林水産業費の中山間総

合整備事業は農道４線、治山林道費は林道２線となっております。これらの事業につきま

しては、地すべり協議等の設計協議に不測の日数を要したことが、繰り越しとなった主な

理由でございます。 

 次の土木費は道路台帳整備事業、臨時地方道路整備事業として市道３線、道路新設改良

事業として市道１線、また、まちづくり交付金事業となっております。このうち道路台帳

整備事業は、昨年度末に国の合併補助金が追加交付されたため、また臨時地方道路整備事

業につきましては、財源となります交付金の内示が昨年の１０月となり、工事の発注が遅

延したことが繰り越しとなった主な理由でございます。 

 教育費は美馬中学校南校舎の解体事業となっております。美馬中学校の耐震改修に続く、

南校舎の解体事業が、年度内に完了することができずに繰り越しを行ったものでございま

す。 

 災害復旧費は林業施設として林道２カ所、公共土木施設として河川１カ所の災害復旧事

業でございますが、これらの事業は、昨年１１月に災害査定後に補助採択されたものであ

り、工期的に繰り越しとなったものでございます。 

 これらの事業に繰越明許費としてお認めをいただきました金額は、合計欄のとおり全体
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で２億７,３２４万４,０００円となっておりますが、このうち２億６,７６６万円を平成

１９年度に繰り越したものでございます。なお、繰越事業の５月末の進捗率は全体で約６

１％となっております。 

 次に、２番目の介護保険特別会計でございますが、これは介護保険事業処理システム改

修事業といたしまして、４２０万円を繰り越したものであります。この事業は国の補正予

算によりまして昨年度末に補助金の交付決定があり、繰越事業で実施することとなったも

のでございまして、来年２月末の完成見込みとなっております。 

 三つ目の、簡易水道事業特別会計は、県施行の国道４９２号線改良事業に伴います補償

事業として実施するものでございます。３８６万円を繰り越したものでございます。この

事業は県工事の関連で繰り越しを行ったものでありますが、４月末に完了をいたしており

ます。 

 平成１８年度美馬市繰越明許費繰越計算書につきましては、以上のとおりでございます。 

 恐れ入りますが、飛びますが１４ページの報告第４号でございます。これは、平成１８

年度美馬市事故繰越し繰越計算書でございまして、地方自治法施行令の規定によりまして

報告を申し上げるものでございます。記載のとおり、林業施設災害復旧事業におきまして、

２,６８９万４,０００円を翌年度に繰り越すものでございます。平成１０年度からの繰越

事業として実施をしてきました林道梶山内田線の災害復旧事業につきまして、施工時に亀

裂落石が頻繁に発生しまして、設計変更に日時を要し、さらに平成１９年度に繰り越しを

したものでございます。この事業は５月末には完了をいたしておりますが、今後は事業の

早期発注、早期完了に向けて、鋭意努力をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解

を賜りたいと思います。 

 以上で、報告第２号及び報告第４号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い

申し上げます。 

◎議長（小林一郎議員） 

 水道部長。 

[水道部長 西川行正君 登壇] 

◎水道部長（西川行正君） 

 １３ページをお開き願います。続きまして、報告第３号、平成１８年度美馬市水道事業

会計予算繰越計算書についてご説明いたします。 

 初めに、東部低区排水池築造工事で翌年度繰越額は３,２３８万４,０００円。財源は企

業債が２,５００万円、積立金が７３８万４,０００円となっております。工事につきまし

ては５月末に完了しております。 

 次の、国道４９２号穴吹配水管布設工事。翌年度繰越額といたしまして１,０１０万円、

財源はすべて積立金でございます。なお、事業につきましては、県工事と同時施工のため

５月末の現在の進捗率は約８０％でございます。 

 以上で報告を終わります。よろしくお願いいたします。 

◎議長（小林一郎議員） 
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 以上で３件の報告が終わりました。報告第２号から報告第４号までの３件につきまして

は、これをもって了といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（小林一郎議員） 

 異議なしと認めます。報告３件につきましては了といたします。 

 以上をもって、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

 次会は、６月１３日午前１０時から再開、市政全般に対する一般質問及び上程議案に対

する質疑であります。 

 本日はこれをもって散会といたします。 

散会 午前１１時３４分 

 

 


